
平成 31 年 2 月 8 日 

日本透析医会会員各位 

 

透析排水管理について 

 

日本透析医会専務理事 

宍戸 寛治 

 

 1 月 25 日に日本透析医学会、日本透析医会、日本臨床工学技士会の 3 団体連名による会

告を発出しました。同日以下の事務連絡が発出されましたのでお知らせ致します。 

 

1. 厚生労働省医政局総務課「医療機関における下水排除基準の遵守について(依頼）」 

2. 国土交通省水管理・国土保全局下水道部 

「透析医療機関の排水による下水道管の損傷について(情報共有)」 

3. 日本医師会「医療機関における下水排除基準の遵守について(依頼)」 

 

また、同日より東京都下水道局は、行政処分や損傷負担金について言及したリーフレット

をホームページに掲載しています。これにより、今後東京都内だけでなく全国の透析医療機

関に透析排水に関する調査、指導が入る可能性があります。 

 本件に対しては昨年春より三団体合同で東京都下水道局、厚生労働省と会議を重ねてき

ましたが、本年 1 月に日本透析医学会内に 3 団体の代表を含むワーキンググループを設置

しました。 

 

透析排水管理ワーキンググループ 

委員長：峰島三千男(透析医学会) 

委員 ：宍戸 寛治(透析医会) 

    ：友  雅司(透析医学会) 

    ：内野 順司(臨床工学技士会) 

  

今後このワーキンググループで透析排水管理のマニュアルを作成していく予定です。 

 

 日本透析医会では 5 月 19 日(日)の総会時に緊急特別企画として「透析排液管理に関する

諸問題」のセッションを予定しています。 

また、3 団体に関連する以下の学会、研究会で同様の緊急企画を予定しています。 

 2 月 24 日(日)      医工学治療学会(お茶の水ソラシティ) 

 3 月 9 日(土)       ハイパフォーマンス・メンブレン研究会(ニッショーホール) 

 4 月 21 日(日)      血液浄化学会(お茶の水ソラシティ) 

 5 月 18 日(土)～19 日(日) 日本臨床工学会(岩手県盛岡市) 

5 月 19 日(日)      日本透析医会総会(お茶の水ソラシティ) 

 6 月 28 日(金)～30 日(日) 日本透析医学会(パシフィコ横浜) 

 

 いずれも東京都下水道局やワーキンググループ委員が講演予定です。 



（別　紙）
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html 

 
 

 



（地 344） 

 平成３１年１月３０日 

 都道府県医師会  

    担当理事殿  

 
日本医師会常任理事      

 羽  鳥     裕  

        

   

医療機関における下水排除基準の遵守について（依頼） 
 
 

 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  

 さて、厚生労働省医政局総務課より各都道府県等衛生主管部局宛に標記事務連

絡が発出されるとともに、本会に対しても周知方依頼がありました。  

 今般、平成 29 年 11 月に東京都内の透析医療機関において、下水道法（昭和 33

年法律第 79 号）に基づく東京都下水道条例（昭和 34 年東京都条例第 89 号）の下

水排除基準を著しく逸脱した排水が原因と考えられる下水道管の損傷事例が発生

したと東京都下水道道局から情報提供がありました。  

また、透析医療機関における排除基準の遵守については、別添のとおり国土交

通省から各都道府県等の下水道管理者に対して事務連絡が発出されております。  

本件は、下水道排除基準（水素イオン濃度（pH）を 5 を超え 9 未満）に適合し

ない下水は、下水道管の損傷につながる恐れがあるため、透析排水等を下水道排

除基準内となるよう中和処理等の排水管理をお願いするものであります。  

なお、基準に適合しない排水を流した場合、排水の水質改善命令や、公共下水

道への排水を一時停止する命令をされる場合があり、この監督処分に係る命令に

違反した者は、法第 45 条により、１年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処さ

れる可能性があります。また、基準に適合しない透析排水による下水道施設に損

傷が発生した場合、原因者に現状復旧費用負担を請求される可能性があります。  

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知頂くとともに、貴会

管下医療機関、特に透析医療機関等への周知について、ご高配のほどお願い申し

上げます。  
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